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○行政不服審査法の施行に伴う取扱いについて 

昭和37年10月１日 

37税第547号 

総務部長 

別途通知したとおり行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等

に関する法律が10月１日から施行されることとなつたので、その取り扱いについては下記

によられたい。 

なお、この通達において示す諸様式は、本庁においては印刷しないから貴職において適

宜作成されたい。 

記 

１ 通則 

(1) 不服申立ての方式 

異議申立ての場合には、異議申立書１通を提出すれば足りるが、審査請求の場合に

は、審査請求書を正副２通提出しなければならないこととされている（行政不服審査

法（昭和37年法律第160号。以下「法」という。）９②）ので、所長経由によつて審

査請求がされた場合において審査請求書が１通しか提出されないときは、その副本を

提出させること。ただし、審査請求書が郵便により提出されたときは、所長において

その副本を作成することとして取り扱うこと。 

なお、審査請求書が直接知事に提出された場合において、それが１通であるとき

は、本庁において、上記に準じて取り扱われるものであること。 

(2) 総代の互選 

共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があるときは、総代の互選

を命ずることができるのである（法11②）が、県税に関しては、総代の互選を命じな

いものとすること。 

(3) 代表者の資格の証明等 

法人でない社団又は財団の代表者若しくは管理人、総代又は代理人によつて不服申

立てをする場合には、これらの者は、その資格を書面で証明しなければならないもの

である（法13①前段）が、この場合の書面は、これらの者が作成したものでさしつか

えないこと。また、これらの者がその資格を失つたときは、不服申立人は、書面でそ

の旨を届け出なければならないものである（法13②）が、この場合の届出書について

も同様であること。 
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２ 不服申立ての書面 

(1) 処分についての審査請求書及び異議申立書 

処分についての審査請求書又は異議申立書に次の事項が記載され、不服申立人（法

人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総

代、代理人のときは代理人）の押印があれば、書式、規格のいかんにかかわらず、適

法な不服申立てとして取り扱うものである（法15・48）が、取り扱いの統一をはかる

ため、できる限り審査請求の場合には審査請求書（第１号様式）を、異議申立ての場

合には異議申立書（第２号様式）を使用させること。 

なお、処分についての審査請求は所長を経由してすることもできるので、審査請求

書の用紙は、いつでも手交できるように事務所に常置しておくこと。 

ア 不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 不服申立てに係る処分 

ウ 不服申立てに係る処分があつたことを知つた年月日 

エ 不服申立ての趣旨及び理由 

オ 教示の有無及びその内容 

カ 不服申立人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したと

き、又は代理人によつて不服申立てをする場合には、その代表者若しくは管理人又

は代理人の氏名及び住所 

(2) 不作為についての審査請求書及び異議申立書 

不作為についての審査請求書又は異議申立書についても次の事項が記載され、不服

申立人（法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選した

ときは総代、代理人のときは代理人）の押印があれば、書式、規格のいかんにかかわ

らず、適法な不服申立てとして取り扱うものである（法49・52）が、取り扱いの統一

をはかるため、できる限り審査請求の場合には審査請求書（第３号様式）を、異議申

立ての場合には異議申立書（第４号様式）を使用させること。 

なお、所長の不作為についての不服申立ては、所長に対する異議申立て又は知事に

対する審査請求のいずれかを不服申立人が選択して行なうことができるものである

（法７）が、できる限り所長に対する異議申立てとするように指導すること。 

ア 不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日 

ウ 不服申立ての年月日 
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エ 不服申立人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したと

き、又は代理人によつて不服申立てをする場合には、その代表者若しくは管理人又

は代理人の氏名及び住所 

３ 審査請求書の正本又は副本の送付及び関係書類の提出 

処分についての審査請求は、所長を経由してすることもできる（法17①）のであつ

て、所長を経由するかしないかは審査請求人の任意とされている。過去の慣習からすれ

ばそのほとんどは所長を経由するものと考えられるが、なお、できる限り所長を経由す

るように指導すること。 

審査請求書が所長に提出されたときは、所長は、その副本を保管し、正本は、すみや

かに知事に送付すること（法17②）。 

審査請求書が所長を経由することなく、直接知事に提出されたときは、知事は、その

副本を所長に送付するものであること（法22①）。 

審査請求があつたときは、所長は、その処分に係る関係書類を必らず知事に提出する

（法28）こととするから、所長は、審査請求書正本送付の際あわせて、又は知事から副

本の送付を受けた後遅滞なく、これを知事に提出すること。所長が、審査請求書正本及

び関係書類を知事に送付するときは送付書（第５号様式）により、知事が同副本を所長

に送付するときは、送付書（第６号様式）によつて行なうこと。 

４ 補正 

不作為に係る異議申立書が提出されたときは、その異議申立てが適法なものであるか

どうかを確認すること。確認した結果その異議申立てが不適法なものであるときは、本

来その異議申立ては却下されるべきものであるが、その不適法であることが軽微なもの

であつて補正することができるものであるときは、その異議申立てを却下することな

く、口頭をもつて直ちに補正を命じ、又は相当の期間を定めて、補正命令書（第７号様

式）によつてその補正を命ずること（法21）。 

なお、知事に対してされた不服申立てについても同様に処理されるものであること。 

５ 弁明書の提出 

知事は、審査請求を受理したときは、相当の期間を定めて、所長から弁明書（第７号

の２様式）の提出を求めることができ、弁明書を徴したときは、その副本を審査請求人

に送付し（法22、52②）、その副本の送付を受けた審査請求人は、これに対する反論書

を提出することができることとなる（法23・52②）が、特に必要がある場合のほかは、

所長に対し、弁明書の提出を求めることはしない予定であること。 
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６ 差押えの解除請求等 

(1) 差押財産の換価、配当の制限 

不服申立てがあつても、徴収金の賦課又は徴収の続行は妨げられないものであるか

ら財産の差押えをすることはもとより差し支えないが、差し押さえた財産の換価及び

配当は、その差押財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき（鮮魚、生野菜等）

を除き、その不服申立てに対する裁決又は決定があるまでは、これを行うことができ

ないものであること（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「税法」という。）19

の７）。 

(2) 差押えの解除等 

審査請求が知事にされている間に、審査請求人が、所長に対して担保を提供して、

差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを求めた場合において

は、所長は、その担保が税法第16条第１項各号に掲げるものであるかどうか、徴収金

に比して担保の額が相当であるかどうか等の確認をした上、それが相当であると認め

たときは、新たな差押えをせず、又は既にされている差押えを解除するものとするこ

と（税法19の７）。この場合における審査請求人が担保を提供するときの担保提供書

は、神奈川県県税条例施行規則第35号様式（担保提供書）に準じて取り扱うこと。ま

た、既にされている差押えの解除を求めるときの差押解除申請書は、神奈川県県税条

例施行規則第30号様式（差押解除申請書）に準じて取り扱うこと。 

７ 不服申立ての取り下げ 

不服申立人は、不服申立てに対する裁決又は決定があるまでは、いつでもその不服申

立てを書面によつて取り下げることができるものであること（法39）。この場合の書面

には、特に記載しなければならない決定要件はないから、不服申立てを取り下げる旨が

記載され、不服申立人の記名押印があれば、適法な取り下げとして取り扱うものである

が、事務処理上の統一をはかるため、できる限り審査請求、異議申立取下書（第８号様

式）を使用させることとすること。 

なお、審査請求書取下書が所長に提出されたときは、所長は、すみやかに知事に送付

すること。また、審査請求取下書が直接知事に提出されたときは、その旨を通知するか

ら、所長は、直ちに処分を続行すること。 

８ 不作為についての不服申立てに対する処理 

(1) 決定 

所長は、異議申立てを却下する場合のほかは、異議申立てがあつた日の翌日から起
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算して20日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は不作為理由開示書

（第８号の２様式）で不作為の理由を示さなければならないものである（法50②）

が、すべてその期間内に申請に対するなんらかの行為をすること。 

なお、知事の不作為について異議申立てがなされた場合にも同様に処理されるもの

であること。また、不作為についての不服申立てに対する決定は、常に却下のみであ

ることに留意すること。 

(2) 命令 

不作為についての審査請求が理由があるときは、知事は、所長に対し、すみやかに

申請に対するなんらかの行為をすべきことを書面によつて命ずる（法51③）から、所

長は、その命令を受けたときは、すみやかに、申請に対するなんらかの行為をするこ

と。 

９ 決定又は裁決の方法 

異議申立てに対する決定は、書面で行ない、かつ、その書面には理由を附し、所長が

これに記名押印（公印）をしなければならないこととなつている（法48・52①）が、こ

の場合の決定は、決定書（第９号様式）によつて行なうこと。 

なお、知事のした処分又は不作為についての異議申立てに対する決定についても同様

に取り扱われるものであること。 

また、審査請求に対する裁決についても同様に取り扱うものである（法41）が、この

場合の裁決は、裁決書（第10号様式）によつて行なうものであること。 

10 決定又は裁決の送達 

決定は、これを異議申立人に送達することによつて効力を生じ、その決定の送達は、

送達を受けるべき者に決定書の謄本を送付書（第10号の２様式）を添えて送付すること

によつて行なうものであること（法48・52①）。決定書の謄本には、「この決定書の謄

本は、原本と相違ないことを証明する。」と附記し、その証明年月日を記載するととも

に、所長（知事のした決定については、知事）が記名押印（公印）をするものであるこ

と。 

審査請求に対する裁決の送達についても異議申立ての場合と同様である（法42）が、

知事が裁決をしたときは、裁決書の謄本を送付書（第10号の３様式）を添えて同時に所

長にも送付するから、所長は、裁決に従つて裁決の内容に応じ、以後の事務を処理する

こと。ただし、裁決は、それにより審査請求の却下、棄却又は処分が取り消されること

が確定するものであるから、所長は、取消しの場合においてもあらためて減額通知等を
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する必要はないものであること。 

11 教示 

(1) 不服申立てができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、その処分に

つき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁（知事）及び審査

請求をすることができる期間をその書面に教示しなければならないものとされている

（法57①）ので、神奈川県県税条例施行規則及び関係通達に定められていない様式

（たとえば、徴収猶予の申請を認めない旨の通知書、差押解除の申請を認めない旨の

通知書）については、当該規則等の様式に準じて適宜教示の文言を入れて通知するも

のとすること。 

(2) 利害関係人から教示を求められた場合には、当該処分が不服申立てをすることがで

きる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができる場合には、

不服申立てをすべき行政庁及び不服申立期間を教示しなければならない（法57②）の

であるが、この場合の教示は、利害関係人に対する教示書（第10号の４様式）によつ

て行なうこと。 

なお、この場合においては(1)と異なり、法第14条第２項及び第３項に規定する不服

申立期間が適用される場合があるので、これらの期間も含めて教示することとして取

り扱うこと。 

12 本庁における処理 

以下は、本庁のみの取扱事項であつて、事務所に直接関係はないが、一応了知された

いこと。 

(1) 証拠書類等の提出 

不服申立人等が、証拠書類又は証拠物を提出するときは、証拠書類等提出書（第11

号様式）を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認したうえ、証拠書類等受

領書（第12号様式）をその提出人に交付するものであること（法26関係）。 

(2) 検証通知 

不服申立人又は参加人の申立てにより検証をするときは、検証通知書（第13号様

式）によつてその申立人に通知するものであること（法29②関係）。 

(3) 書類その他の物件の閲覧 

所長から提出された審査請求に係る関係書類の、不服申立人又は参加人による閲覧

申請は、閲覧申請書（第14号様式）によつて行なうものであること（法33②関係）。 

(4) 証拠書類等の返還 
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不服申立人等から提出された証拠書類等は、証拠書類等返還書（第15号様式）によ

つて返還し、受領書（第16号様式）を徴するものであること（法44関係）。 

(5) 関係知事への通知 

税法第19条第３号から第７号までに掲げる処分について審査請求があつたときはそ

の写しを、また、その審査請求に対する裁決をしたときは裁決書の写しを添えて、そ

れぞれ、関係道府県知事に通知するものであること（税法19の６関係）。 

附 則（昭和46年税第143号） 

この通達は、昭和46年８月２日から施行する。 

附 則（昭和49年税第７号） 

１ この通達は、昭和49年４月１日から適用する。 

２ この通達による改正前の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（平成３年税第４号） 

この通達は、通知の日から施行する。 

附 則（平成10年税第316号） 

１ この通達は、通知の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成11年税第28号） 

１ この通達は、通知の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成22年税第12号） 

この通達は、通知の日から施行する。 

附 則（平成22年税第123号） 

この通達は、通知の日から施行する。 

附 則（平成25年税第133号） 

この通達は、平成25年４月１日から施行する。 



第1号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

  

 

  

 

    

審
査
請
求
人 

住 所 
  

 

年  月  日 

 

 

 

 

 神奈川県知事 殿 

 

氏 名 

(名称) 
印  

年
齢 

歳 

連絡先 電話(   )   ― 

法人の

代表者 
  

 

代 表 者 

管 理 人 

総 代 

代 理 人 

 

住 所 
  

 

氏 名 印  

連絡先 電話(   )   ― 

資 格 証 明 書 の 添 付 した・していない 

 

 審 査 請 求 書  

 

 行政不服審査法第4条の規定により審査請求します。 

審
査
請
求
に
係
る
処
分 

処 分 項 目 

 1 賦課 2 更正 3 決定 4 督促 5 差押 

 6 公売 7 その他 

(該当するものの番号を〇で囲むこと。) 

処分項目が 1． 2．

3の場合その処分に

係る税額等 

年度 期別 税 目 
課 税

標準額 
税 額 

過少申告

加 算 金 

不申告

加算金 

重 加

算 金 

  

 
              

処 分 項 目 が 4． 5．

6． 7の 場合 その処

分の概要 

  

処 分 庁  神奈川県       事 務 所 長 

処 分 の あ つ た こ と を

知 つ た 年 月 日 
      年   月   日 

審 査 請 求 の

趣旨及び理由 

趣 旨 
  

 

理 由 

  

 

 

審 査 請 求 に

関 す る 教 示 
有 ・ 無 

教示の内容 

 

 

そ の 他 

 

  

 

添 付 書 類 

 

 

  

 備考 正副2通提出してください。 



処理要領 

1 正本には、必要に応じ、上欄に 

「 
発 信 年 月 日 

」 

郵 便 官 署 消 印 
確 認 印 

  

 

 

 
・     ・ 

 欄を設け、所要事項を記載すること。 

 

 

2 副本には、上欄に 

「 

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
本 庁

送 付 
・ ・ 

」 

郵 便 官 署 消 印 
確 認 印 取 下 げ ・ ・ 

  

裁

決 

・ ・ 

・   ・ 却下 一部取消 

棄却 全部取消 

 欄を設け、必要事項を記載しておくこと。 

 

 

3 法第14条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当する場合には、その理由を

「その他」欄に記載させること。 

4 添付書類には、おおむね次のものがある。 

 (1) 法人の代表者       登記簿抄本 

 (2) 法人でない社団、財団、定款、寄附行為又は理事会決議録の写し 

 (3) 総代           総代選任書 

 (4) 任意代理人        委 任 状 

 (5) 法定代理人たる親権者等  戸籍 抄本 



第2号様式 

(用紙日本工業規格A4縦長型) 

  

 
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 

郵 便 官 署 消 印 
確認印 

  
  

 

  ・  ・ 

    

異
議
申
立
人 

住 所   

 

 

  年  月  日  

 

 

 

 

 

神奈川県知事 殿 

氏 名 

(名称) 
印  

年
齢 

歳 

連 絡 先 電話(   )   ― 

法 人 の

代 表 者 
  

代表者 

管理人 

総 代 

代理人 

住 所   

氏 名 印  

連 絡 先 電話(   )   ― 

資格証明書の添付 した・していない 

 異 議 申 立 書  

 

 行政不服審査法第4条の規定により異議申立てをします。 

異議申立て

に係る処分

の概要 

年 度 期 別 税 目 
課 税

標準額 
税 額       

                

                

処分のあつ

たことを知

つた年月日 

     年   月   日 

異議申立て

の趣旨及び

理 由 

趣 旨   

理 由 

  

 

 

 

異議申立て

に関する教

示 

有 ・ 無 

 教示の内容 

 

 

そ の 他   

添 付 書 類   

 備考 ※印欄には記入しないでください。 



処理要領 

1 法第14条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定に該当する場合には、その理由を

「その他」欄に記載させること。 

2 添付書類には、おおむね次のものがある。 

 (1) 法人の代表者       登記簿抄本 

 (2) 法人でない社団、財団   定款、寄附行為又は理事会決議録の写し 

 (3) 総 代       総代選任書 

 (4) 任意代理人        委 任 状 

 (5) 法定代理人たる親権者等  戸籍 抄本 



第3号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

  

 

  

 

    

審
査
請
求
人 

住 所 
  

 

年  月  日 

 

 

 

 

 神奈川県知事 殿 

 

氏 名 

(名称) 
印  

年
齢 

歳 

連絡先 電話(   )   ― 

法人の

代表者 
  

 

代 表 者 

管 理 人 

総 代 

代 理 人 

 

住 所 
  

 

氏 名 印  

連絡先 電話(   )   ― 

資 格 証 明書 の 添付 した・していない 

 

 審 査 請 求 書  

 

 行政不服審査法第7条の規定により審査請求します。 

不
作
為
に
係
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
の
申
請
の
内
容
及
び
年
月
日 

申請の

内 容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請

年月日 
     年   月   日 

不作為庁  神奈川県       事 務 所 長 

 備考 正副2通提出してください。 



処理要領 

1 正本には、必要に応じ上欄に 

「 
発 信 年 月 日 

」 

郵 便 官 署 消 印 
確 認 印 

  

 

 

 
・     ・ 

 欄を設け、所要事項を記載すること。 

 

 

2 副本には、上欄に 

「 

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
本 庁

送 付 
・ ・ 

」 

郵 便 官 署 消 印 
確 認 印 取 下 げ ・ ・ 

  

裁

決 

・ ・ 

・   ・ 
却 下 

 

棄 却 

命 令 

(宣言) 

 欄を設け、必要事項を記載しておくこと。 



第4号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

  

 
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 

郵 便 官 署 消 印 
確認印 

  
  

 

  ・  ・ 

    

異
議
申
立
人 

住 所   

 

 

  年  月  日  

 

 

 

 神奈川県知事 

(    事務所長) 殿 

 

氏 名 

(名称) 
印  

年
齢 

歳 

連 絡 先 電話(   )   ― 

法 人 の

代 表 者 
  

代表者 

管理人 

総 代 

代理人 

住 所   

氏 名 印  

連 絡 先 電話(   )   ― 

資格証明書の添付 した・していない 

 異 議 申 立 書  

 

 行政不服審査法第7条の規定により異議申立てします。 

不
作
為
に
係
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
の
申
請
の
内
容
及
び
年
月
日 

申請の

内 容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請

年月日 
     年   月   日 

 備考 ※印欄には記入しないでください。 



第5号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

 

年  月  日   

 

  神奈川県知事  殿 

 

神奈川県    事務所長   

 

 

送 付 書 

 

 

 次の者から審査請求書が提出されたので、関係書類とともに送付します。(次の者の審

査請求に係る関係書類を送付します。) 

 

 

 

 

 

 住 所 

 

 

 

 

 

 

 氏 名 

 

 (名 称) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理要領 

  ( )内は、知事から副本の送付を受け、関係書類だけを送付するときに用いる。 



第6号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

 

年  月  日   

 

    事務所長 殿 

 

総務局長           

 

 

送 付 書 

 

 

 次の者から審査請求書が提出されましたので、副本を送付します。 

 

 おつて、この審査請求に係る次の関係書類を、速やかに送付してください。 

 

 

 

 

 

 住 所 

 

 

 

 氏 名 

 

 (名 称) 

 

 

 

 関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第7号の2様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

 

弁 明 書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

  神奈川県知事    殿 

 

 

神奈川県    事務所長    印 

 

 

  次のとおり弁明します。 

 1 弁明の趣旨 

 

 

 

 

 2 審査請求の理由に対する認否 

 

 

 

 

 3 弁明の理由 

 

 

 

 

 処理要領 

 1 弁明の趣旨は、「……に係る審査請求を棄却するとの裁定を定める」等と記載する。 

 2 認否は、「審査請求の理由を全面的に否認」等と記載する。 



第7号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

 

年  月  日   

 

  不服申立人 

 

   住 所 

 

   氏 名           様 

 

   (名 称) 

 

 

 

神奈川県知事    事務所長  印   

 

 

 

補 正 命 令 書 

 

 あなたが提出された別添の 
審査請求書 

異議申立書 
は、次の事項が不備ですから、補正の上  月 

  日までに返送してください。 

 なお、この日までに返送されないと却下されることがあります。 

 

 

補

正

す

べ

き

事

項 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理要領 

  返送期限は、郵送に要する日数等を勘案の上、10日以内の日とすること。 



第8号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

年  月  日   

 

 

 

 

 

  神奈川県知事(    事務所長) 殿 

 

 

不服申立人            

 

住 所            

 

氏 名        印   

 

(名 称)            

 

 

 

 

審 査 請 求 

異 議 申 立 
取 下 書 

 

 

     年  月  日に提出した 

 

 

審 査 請 求 

異議申立て 

 

 

は取り下げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第8号の2様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

 

不 作 為 理 由 開 示 書 

 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

 

  異議申立人 

   住 所 

   氏 名          様 

   (名称) 

 

 

 

神奈川県知事(    事務所長)    印   

 

 

 

  あなたは、    年  月  日付けで                   

                      に対する不作為についての異議申立て

をされましたが、当庁があなたの申請に対してまだ何らの行為もしていないのは、  

                    であるからです。 

  以上、行政不服審査法第50条第2項により理由を示します。 



第9号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

 

決 定 書 

 

 

異議申立人            

住 所            

氏 名            

(名称)            

参 加 人            

住 所            

氏 名            

処 分 庁 名            

 

 

      年  月  日付けで提起された             に関する異議

申立てについて、次のとおり決定します。 

 

 

      年  月  日 

 

神奈川県知事(    事務所長)    印   

 

  主 文 

 

  理 由 

 

 

 

 

 

 



第10号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

 

裁 決 書 

 

 

審査請求人            

住 所            

氏 名            

(名称)            

参 加 人            

住 所            

氏 名            

処 分 庁 名            

 

 

 

      年  月  日付けで提起された             に関する審査

請求について、次のとおり裁決します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

神奈川県知事        印   

 

  主 文 

 

  理 由 

 

 

 

 

 

 

 



第10号の2様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

 不服申立人 

 

  住 所 

 

  氏 名          様 

 

   (名称) 

 

 

 

神奈川県知事(    事務所長)  印   

 

 

送 付 書 

 

 

 あなたが  年  月  日に提起された          に係る 
審 査 請 求 

異議申立て 

について 
裁 決 

決 定 
しましたので、行政不服審査法 

第42条第2項 

第48条    

第52条第1項 

第52条第2項 

の規定により 
裁 決 書 

決 定 書 

の謄本を送付します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第10号の3様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

年  月  日   

 

 

 

  事務所長    殿 

 

 

 

総 務 局 長     

 

 

 

 送 付 書  

 

 

 

     年  月  日付けで         から提起されました      

    に係る審査請求については、別添裁決書謄本のとおり裁決がありましたので、行 

政不服審査法 
第42条第4項 

第52条第2項 
の規定により同謄本を送付します。 

 なお、さきに提出された関係書類は返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第10号の4様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

利 害 関 係 人 に 対 す る 教 示 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

神奈川県知事(    事務所長)    印 

 

      年  月  日付けで、あなたから教示を求められましたので、次のとおり

教示します。 

 

教
示
す
る
事
項 

不服申立ての可否 
  

 

不服申立てをすべ

き行政庁 
  

不服申立てができ

る期間 
  

教示の対象となつた

処 分 

  

 

 

 

 

 

申立てに係る利害関係

の 内 容 

  

 

 

 

 

 

 



第11号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

  

 

 

  

  

 
  

 

年  月  日   

 

 

  神奈川県知事  殿 

 

 

不服申立人(参加人)         

住 所            

氏 名        印   

(名 称)            

 

 

 

 証 拠 書 類 等 提 出 書  

 

 

 

     年  月  日付けの 
審 査 請 求 

異 議 申 立 て 
について、次のとおり証拠書類等を提出 

します。 

 

証

拠

書

類

又

は

証

拠

物 
名 称 数 量 摘 要 

      

      

      

      

      

 



第12号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

年  月  日   

 証拠書類等提出人 

  住 所 

  氏 名          様 

  (名 称) 

 

神奈川県総務局財政部税制企画課長    印   

 

 証 拠 書 類 等 受 領 書  

 

 次のとおり証拠書類等を受領しました。 

 

証

拠

書

類

又

は

証

拠

物 

名 称 数 量 摘 要 

      

      

      

      

      

 



第13号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号   

年  月  日   

 

 申 立 人 

  住 所 

  氏 名          様 

  (名 称) 

 

神奈川県総務局長    印  

 

 検 証 通 知 書  

 

 あなたからの申立てによつて次のとおり検証を行います。 

 なお、この検証には、できるだけ立ち会つてください。 

検 証 日 時 年  月  日 

 

午前 

午後 

 

   時   分から 

検 証 場 所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第14号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事  殿 

 

審査請求人(参加人)       

住 所          

氏 名          

(名 称)          

 

 閲 覧 申 請 書  

 

 次の書類等の閲覧を求めます。 

閲
覧
を
求
め
よ
う
と
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件 

 

名 称 

 

数 量 摘 要 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 



第15号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

第     号 

年  月  日 

 

 証拠書類等提出人 

  住 所 

  氏 名          様 

  (名 称) 

 

神奈川県総務局財政部税制企画課長    印 

 

 証 拠 書 類 等 返 還 書  

 

 さきに提出のありました次の証拠書類等を返還します。 

 なお、折り返し同封の受領書をお送りください。 

証

拠

書

類

又

は

証

拠

物 

 

名 称 

 

数 量 摘 要 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 



第16号様式 

(用紙 日本工業規格A4縦長型) 

 

年  月  日 

 

  神奈川県知事  殿 

 

受 領 人          

 

住 所          

 

氏 名        印 

 

 

 受 領 書  

 

 

 さきに提出した次の証拠書類等の返還を受けました。 

証

拠

書

類

又

は

証

拠

物 

 

名 称 

 

数 量 摘 要 
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